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教 育 未 来 委 員 会 記 録 

 

日 令和５年12月５日（火） （第４回定例会） 

時 
              休     憩 

午前10時０分 開議  （午後11時59分～午後１時０分） 午後１時43分 散会 

場  所 第４委員会室 

出席委員 

渡 辺   忍 岳 田 雄 亮 石 川 美 香 黒 澤 和 泉 

大 平 真 弘 安 喰 初 美 岩 井 雅 夫 段 木 和 彦 

森 山 和 博 石 井 茂 隆   

欠席委員 な  し 

担当書記 岡 田 昌 樹 渡 邉 健 嗣   

説 明 員 

 

こども未来局 

こども未来局長 宍倉 和美 こども未来部長 大町 克己 

幼児教育・保育部  

長 

石野 隆史 こども企画課長 宮葉 信之 

幼保支援課長 皐月 裕美子 幼保運営課長 小林 崇 

幼保指導課長 香川 靖雄 保育所指導担当課

長 

渡邉 かおり 

総括主幹 田中 佳奈子   

教育委員会 

教育長 鶴岡 克彦 教育次長 秋幡 浩明 

教育総務部長 香取 徹哉 学校教育部長 川名 正雄 

学校教育部参事 

（教育改革推進課

長事務取扱） 

伊藤 淳 総務課長 山田 利雄 

学校施設課長 堀 明徳 学校環境改善担当

課長 

猪又 紀彦 

教育支援課長 保田 裕介 学校給食担当課長 渡邊 実 

総括主幹 松木 ゆうき   

審査案件 

議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管 

議案第135号・令和５年度千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について 

議案第144号・千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正について 

協議案件 
委員会視察等中間取りまとめ 

今後の進め方について 

委 員 長   渡 辺   忍 
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午前10時０分開議 

 

○委員長（渡辺 忍君） ただいまから教育未来委員会を開きます。 

 本日審査を行います案件は、進め方のとおり、議案４件です。 

 案件審査の後、これまでの委員会視察の中間取りまとめ及び今後の進め方についての協議を

実施いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日は、第１回定例会から開始予定の委員会録画放映の試行として、委員の皆様に実

際の映像を確認していただけるよう、委員席の前にモニターを設置させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議案第133号、議案第135号審査 

○委員長（渡辺 忍君） それでは、案件審査を行います。 

 初めに、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管について及び

議案第135号・令和５年度千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）について、関連が

ありますことから、一括議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。幼児教育・保育部長。 

○幼児教育・保育部長 幼児教育・保育部、石野でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 失礼して、座って説明させていただきます。 

 議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）のうち所管について御説明い

たします。 

 こども未来局議案説明資料にて御説明いたします。 

 議案説明資料の３ページをお願いいたします。補正予算書では19ページから21ページでござ

います。 

 まず、１、保育施設等における給食費等補助について御説明いたします。 

 １の補正理由でございますが、物価高騰が継続する中、これまでどおりの栄養バランスや量

を保った給食を提供できるよう、当初予算において、民間保育施設等への給食費相当分の助成

に係る所要の経費等を計上したところでございますけれども、物価上昇率が想定を上回る状況

となっていることから、増額分を補正予算として計上するものでございます。 

 物価上昇率につきましては、注釈に記載してございますとおり、令和３年10月と比較した物

価上昇率として、当初予算を積算した令和４年10月時点では6.2％を想定しておりましたが、

令和５年８月時点では13.4％となっております。 

 ２の補正予算の内容ですが、対象園は詳細に記載のとおりですが、認可外保育施設を含め、

原則として全ての保育施設と幼稚園を対象としております。増額分は、１食当たり単価におき

まして３歳未満児は約28円、３歳以上児は約19円としております。 

 なお、当初予算時の単価と合わせますと、今年度内の１食当たりの合計単価は、３歳未満児

は約51円、３歳以上児は約35円となります。 

 補助対象期間は令和５年４月から令和６年３月までの１年間となります。 

 ３の補正予算額ですが、歳出額は１億5,200万円で、財源は新型コロナウイルス感染症対応
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地方創生臨時交付金を活用するものでございます。 

 ４の今後の予定ですが、令和６年１月までに各園に周知し、交付申請を受け付け、３月まで

に交付決定を行い、各園への支払いをする予定でございます。 

 なお、当初予算分につきましては、令和５年12月までに支払い見込みでございます。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。補正予算書では20ページでございます。 

 次に、２、民間保育園等運営費について御説明いたします。 

 １の補正理由ですが、延べ入所児童数の増加や、公定価格の単価増などにより、不足した所

要の経費を補正予算として計上するものでございます。 

 ２の補正予算額ですが、民間保育園等への運営費として17億4,779万5,000円の補正をお願い

するもので、財源及び内訳は、記載のとおりでございます。 

 ３の補正金額の内訳ですが、令和５年度当初予算編成時に見込んだ年間延べ入所児童数から

6,481人増加したことによる影響額が７億6,000万円。国の人事院勧告に伴う公定価格の単価の

増額による影響額が８億4,000万円。給付費の加算金額の増加等の影響額が１億4,000万円とな

っております。 

 幼児教育・保育部の説明は以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） こども未来部長。 

○こども未来部長 こども未来部でございます。引き続き一般会計補正予算中所管について御

説明いたします。 

 失礼して、座って説明させていただきます。 

 議案説明資料の５ページをお願いいたします。補正予算書では19ページでございます。 

 ３の子ども医療費助成扶助費等についてです。 

 １番の補正理由ですが、子ども医療費助成事業において、当初の見込みより助成額が増加し

ていることから、不足する所要の経費を補正予算として計上するものでございます。 

 ２番の補正予算額ですが、４億2,241万8,000円で、財源は、対象経費の４分の１に当たる県

費が5,787万1,000円と、一般財源が３億6,454万8,000円でございます。これにより、子ども医

療費助成事業は、補正前に比べ16.2％増の30億2,241万8,000円となります。 

 なお、参考として直近３か年における扶助費の予算決算額の推移を記載しております。 

 次に、議案説明資料６ページをお願いいたします。補正予算書では９ページでございます。 

 ４の子ども医療費助成事業システム改修についてです。 

 １番の補正理由ですが、子ども医療費助成事業において、令和６年８月の制度改正に対応し

た福祉システムへの改修を行うため、所要の経費を補正予算として計上するとともに、本改修

の工期が約６か月となり、福祉システムの供用開始時期を新制度開始に合わせることを踏まえ

まして、債務負担行為を設定するものでございます。 

 ２番の改修内容ですが、助成対象につきましては、中学３年生までから高校３年生相当年齢

まで拡大するとともに、小学校４年生以上の通院に係る保護者負担額について、１回につき

500円から300円に引き下げるものでございます。 

 ３番の補正予算額ですが、1,130万円で、この額は、令和６年度の債務負担行為限度額とし

て設定いたします。 

 ４番の今後の予定ですが、１月にシステム改修に係る契約をいたしまして、６月には改修作
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業を完了させ、７月の受給券発送、８月の制度改正に間に合うようにしたいと考えております。 

 こども未来局の説明は以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育総務部長。 

○教育総務部長 教育総務部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 座って説明のほうさせていただきます。 

 令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管、学校施設の各種改修等について、お

手元に配付してございます教育委員会の議案説明資料によりまして御説明をさせていただきま

す。 

 ３ページのほうをお願いいたします。 

 まず、１、上水道設備改修及び消火設備改修の（１）債務負担行為の設定についてです。 

 アの補正理由ですが、令和６年度実施予定の上水道設備改修及び消火設備改修につきまして

は、夏休み期間に集中して工事を行わなければならないため、入札不調等で、契約手続に時間

を要した場合でも適正な工期が確保できるよう、本年度内に前倒しで契約する必要がございま

すことから、債務負担行為を設定するものです。 

 ２の補正内容ですが、限度額は１億5,800万円で、内容等は記載のとおりとなってございま

す。 

 次に、２、校庭整備の（１）国庫補助金の交付決定の対応について。 

 ア、補正理由ですが、国庫補助金の交付決定に伴い、校庭整備に係る経費を計上するととも

に、事業完了予定が次年度となりますことから、併せまして繰越明許費を設定するものです。 

 イの補正予算額は、４億2,100万円で、ウ、補正内容につきましては、記載のとおりとなっ

てございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 ３のエレベーター設置の（１）債務負担行為の設定についてです。 

 アの補正理由ですが、エレベーター設置に係る実施設計、土質調査業務につきまして、本年

度内に前倒しで契約を行うことによりまして、施工時期の平準化を図り、入札の不調・不落対

策を講じるため、債務負担行為を設定するものです。 

 イ、補正内容ですが、限度額は6,840万円で、内容等につきましては、記載のとおりとなっ

てございます。 

 次に、（２）国庫補助金の交付決定への対応についてです。 

 ア、補正理由ですが、国庫補助金の交付決定に伴い、エレベーター設置工事に係る経費を計

上するとともに、事業完了予定が次年度となりますことから、あわせまして繰越明許費を設定

するものです。 

 イの補正予算額は８億8,500万円で、ウ、補正内容につきましては記載のとおりとなってご

ざいます。 

 次に、４、学校施設の環境整備の（１）債務負担行為についてです。 

 ア、補正理由ですが、令和６年度に実施予定の千葉高等学校冷暖房設備整備は、既存設備を

更新するものですが、夏休み期間に集中して工事を行わなければならないため、入札不調等で

契約手続に時間を要した場合でも、適正な工期を確保できるよう、本年度内に前倒しで契約す

る必要がございますことから、債務負担行為を設定するものです。 
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 イ、補正内容ですが、限度額は４億4,300万円で、内容等につきましては記載のとおりとな

ってございます。 

 （２）国庫補助金の交付決定の対応及び継続費の設定についてです。 

 アの補正理由ですが、国庫補助金の交付決定に伴い、学校施設の環境整備に係る経費を計上

するとともに、事業完了予定が次年度となります単年度事業につきましては、繰越明許費を設

定し、事業期間が複数年度に及ぶ事業につきましては、継続費を設定するものです。 

 イの補正予算額は43億7,660万円で、ウ、補正内容につきましては、記載のとおりとなって

ございます。 

 議案説明資料６ページには、継続費の事業費及び年割額を掲載してございます。 

 教育総務部の説明は以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校教育部長。 

○学校教育部長 学校教育部でございます。よろしくお願いいたします。 

 座って説明をさせていただきます。 

 令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管、第二養護学校スクールバス整備につ

いて御説明いたします。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 １、補正理由ですが、令和６年４月から導入する予定の第二養護学校のスクールバス１台増

便分について、当該リース車両の納車までに契約から半年程度かかる見通しであり、本年度内

に前倒しで契約する必要があることから、債務負担行為を設定するものです。 

 また、リース車両運行開始までの間、一時的にレンタカーを賃借する必要がありますが、市

場の需要が高く、早期の車両確保のため、本年度内に前倒しで契約する必要があることから、

併せて債務負担行為を設定するものです。 

 ２、補正内容ですが、第二養護学校スクールバス増便に係る債務負担行為として、（１）リ

ース契約については、期間は令和６年８月19日から５年間、限度額は1,400万円。 

 （２）レンタカー契約については、期間は令和６年４月１日から３か月と12日、限度額は

150万円です。 

 ３、実施時期につきましては記載のとおりとなります。 

 次に、令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管及び議案第135号・令和５年度

千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）学校給食費の負担軽減について御説明いたし

ます。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。 

 １、補正理由ですが、物価高騰が継続する中、これまでどおりの栄養バランスや量を保った

給食を提供できるよう、当初予算において、学校給食費の負担軽減に係る所要の経費を計上し

たところですが、物価上昇率が想定を上回る状況となっていることから、増額分を補正予算と

して計上するものでございます。 

 ２、補正予算額ですが、学校給食事業特別会計は、賄い材料費の増額として３億円、財源は

全額一般会計からの繰入金でございます。一般会計については、学校給食事業特別会計の繰出

金３億円、財源は、全額新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 

 ３、補正予算の内容ですが、市立学校における令和５年度の学校給食食材費に係る物価高騰
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を13.4％と見込み、当初予算で見込んだ6.2％では不足する賄い材料費を増額します。 

 なお、この13.4％についてですが、主な学校給食調達物資である穀類、魚介類などの７分類

を総合した令和５年８月における令和３年10月比の千葉市の消費者物価指数であり、この指数

に基づき増額することで、今までと同様の栄養バランスや量を保った給食を提供することがで

きるものと考えております。 

 ４、参考ですが、今回の賄い材料費の増額による現行の１食当たり学校給食費の単価の増額

分を表にまとめたものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 それでは、御質疑等がありましたらお願いいたします。段木委員。 

○委員（段木和彦君） 済みません、御説明どうもありがとうございました。 

 それでは、議案第133号と第135号について伺ってまいります。 

 初めに、こども未来局さんの第133号、一問一答でやります。 

 （１）保育施設等における給食費等の補助についてなんですが、こちらにつきまして、今年

度のこの予算、見せていたあれなんですけれども、来年度以降の、次年度以降の見通しについ

てはどのように考えているのか、お伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。令和６年度以降につきましては、国の動向ですと

か、物価上昇率等を勘案しながら、別途検討させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。物価高騰が原因になっているんですけれども、

これに関しましては、多分まだまだ容易に解決するものではないのかなと、原因を考えると、

そういったことで、ちょっと、次年度以降の件をお聞きしたところでございます。 

 続きまして（４）の子ども医療費助成事業のシステム改修についてでございます。こちらシ

ステム改修の内容については、どのようなものなのかお示しください。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。主なものといたしましては、対象年齢や保護

者負担額の変更に伴う受給資格管理画面ですとか、バッチ処理の改修、また、受給者の負担区

分等を示すために受給券に記載しております公費負担者番号の変更、それから、各種帳票や統

計資料の改修などがございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。システム改修なんで、大変な作業もあるのか

なと思いますので、ぜひしっかりやっていただきますようお願いいたします。 

 次に教育委員会さんのこちらの学校施設の各種改修等について伺ってまいります。 

 まず、１の上水道設備及び消火設備の改修の中で、この消火設備の改修ってあるんですが、

こちらの内容と規模について教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 
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○学校施設課長 学校施設課でございます。消火設備改修の内容ですけれども、消火ポンプ、

消火管などの消火設備を更新する工事を学校全体で行うものでございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。あってはならないんですけれども、そうした、

火事があったときって消火設備がやっぱりしっかりしていないと、子供たちを守っていけない

と思いますので、ぜひしっかりお願いいたします。 

 次に、校庭整備について伺います。こちらについて、整備する箇所について、お伺いをいた

します。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。校庭整備ですけれども、校庭全体の表土の舗装で

あるとか、不陸、凸凹の調整、それからＵ字溝等の雨水排水路の整備等を行うものでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。そうした、子供たちの事故を防ぐには、この

表土の舗装や、不陸調整というのは大事だと思いますし、Ｕ字溝の件に関しましては、特にＰ

ＴＡの方からよく掃除をさせていただきましたので、ぜひしっかりやっていただければありが

たいと思います。 

 次に、こちらの事業完了が次年度になった理由についてお願いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 本年９月に、国のほうで国庫補助金の交付決定がありましたので、補正予算

をお願いしているものでございまして、今年度に実施設計を行っておりまして、来年度に工事

を実施するというものでございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） 大変よく分かりました。ありがとうございます。 

 次にエレベーター設置についてお伺いします。こちら内容ということで、各学校出ているん

ですけれども、この各学校別の予算について教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。まず、工事のほうの７校でございますけれども、

更科小学校が１億2,030万円、それからあやめ台小学校が１億1,030万円、小中台南小学校が１

億7,740万円、稲浜小学校が１億3,160万円、小谷小学校が１億2,020万円、高洲第三小学校が

１億310万円、朝日ヶ丘中学校が１億2,210万円でございます。 

 もう一つ、設計土質調査のほうでございますけれども、仁戸名小学校が1,338万1,000円、真

砂第五小学校が1,153万2,000円、末広中学校が1,206万1,000円、草野中学校が1,929万2,000円、

幕張本郷中学校が1,213万4,000円でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。また、多少差があるんですけれども、これは
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いろいろ学校の事情というふうに理解をしております。 

 次に、学校施設の環境整備の中で、学校施設の環境整備、４なんですけれども、対象校の外

部改修と都賀小学校の大規模改造の内容について教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校施設課学校環境改善担当でございます。対象校の外部改修につ

きましては、校舎など建物の外壁と屋上防水の改修を行うものでございます。大規模改造は、

外部改修に加えまして、教室の内部仕上げや建具、設備などの改修を行うものとなってござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。各学校さんからの要望もお聞きすることがあ

りますので、ぜひ、環境整備のほうこれからもよろしくお願いいたします。 

 次に、議案133号の第二養護学校のスクールバスの整備について伺います。 

 初めに、スクールバスの利用者数及び台数、そしてまた、運営費についてはどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。 

スクールバスの利用者数ですが、今年度は109人となっております。台数は、今年度は５台

でございます。運営費は１台、１年間で運行委託ですとか、車両リース料を含めまして、要望

額として1,180万円を見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。大変よく分かりました。やはり、大事なとこ

ろなんですけれども、こうしたことの安全管理については、どのようになっているのかお伺い

いたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。児童の置き去り防止策としましては、安全装置の

装備をするとともに、介助員や運転士によるチェックシートによる確認も行っております。ま

た、運行委託を行っておりますので、車両の保守点検を確実に実施しております。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございます。安全管理は本当に大切だと思いますので、ぜ

ひしっかりお願いいたします。 

 次に、今回これ増便になっているんですけれども、この増便によって、コースの変更などは

あるのか、また、乗車時間の平均について教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 １台増便することによって、５コースから６コースになりますので、５コー

スの中から幾つか停留所をピックアップしまして、新たなコースを作成します。また、乗車時

間の平均ですが、今年度実績で87分となっております。 
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 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。やはり、養護学校のバスなので、乗車時間

というのはとても気になるかなというふうに思いまして、伺いました。 

 次に、この中にリース契約とレンタカー契約ってあるんですけれども、こちらの違いについ

て御説明いただけますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。リース契約とレンタカー契約の違いですが、リー

ス契約ですと、先ほどの安全装置ですとか、また、乗降ステップですとか、そういった装備を

取り付けることができます。レンタカーだとできません。また、価格についても、レンタカー

に比べると安価となっております。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。大変よく分かりました。 

 最後に、議案第133号と第135号の学校給食費の負担軽減についてお伺いいたします。 

 こちらにつきましても、ちょっと今後の先ほどと同じ理由で、今後の見通しについては、ど

のように考えているのかお伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当課でございます。物価高騰のため、これまでど

おりの量や栄養バランスを保った給食を提供するためには、１食当たりの食材費、こちらを増

額する必要があると考えております。その増額分については、昨年７月から今年度は、国の交

付金を活用することで、保護者に負担を転嫁することなく、公費により負担してきたところで

す。 

 来年度につきましては、現時点で国の交付金等の状況が不透明であることから、国の動向を

注視しているところですが、国の交付金等が継続されない場合については、実質賃金が上昇し

ていない状況などを踏まえ、給食費の改定については、物価の動向や市民生活への影響を見極

めながら、来年度予算の編成過程において、慎重に検討を進めているところです。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。こちらも、先ほどこども未来局さんのとき

にもお話ししましたように、物価高騰の要因というのがすごく今、じゃ、すぐ収まるのかとい

うと収まらない状況なので、ぜひ状況を見ながら、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御質疑。石川委員。 

○委員（石川美香君） 御説明ありがとうございました。一問一答でお願いしたいと思います。 

 まず、議案第133号の一般会計補正予算について伺います。 

 こども未来局の４ページ、民間保育運営費について伺います。延べ入所児童数の増加につい

て伺いたいんですが、増加人数が、当初予定よりも6,481人多くなっておりますが、そちらの

要因は何だと思われますでしょうか。 
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○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。私どもの想定を上回る増加となった要因といたし

ましては、こちらは共働き家庭の増加等に伴いまして、保育需要というものが、想定を超えて

高くなっている状況と、そういったものによるものというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。やはり、これから共働きの方もどんどん増

えてくると思いますので、そういった受皿を増やしていただければなって思います。 

 続きまして、国人事院勧告による単価増加について伺いたいと思います。公定価格単価の増

加金額は、平均幾らぐらいになるのか、お伺いします。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。 

ちょっと申し訳ございません。ちょっとその平均単価の増額というものが、今持ち合わせが

ございませんけれども、公定価格というものは、毎年見直しが図られておりまして、今般の最

も私どもが補正予算に計上させていただく理由となったところが、人事院勧告による人件費の

向上という部分でございまして、そちらに関しましては、毎年、保育士さんの今処遇改善とい

うことで、国のほうも取組を進めておりまして、年度によって増減はございますが、毎年少し

ずつ右肩上がりに上がっている状況というふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。ぜひまた改善していって、保育士さんの仕

事すごく大変だと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、処遇改善等加算Ⅲの加算額を教えてください。また対象人数を教えていただき

たいと思います。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。まず加算の金額につきましては、こちらは、個々

の施設の状況に応じて、加算額のほうを算定させていただくものでございまして、ちょっと一

概に、施設当たり幾らですとか、保育士さんお１人当たり幾らということは申し上げられない

んですけれども、そもそも始まりました臨時措置に関しましては、おおむね保育士さんの平均

給与の３％程度で、国等の資料ではおおむね9,000円程度というものが示されていたところで

ございます。 

 対象人数につきましても、ちょっとこちらも、基本的には全ての保育士さんが対象となる状

況でございまして、おおむね3,600人程度、給与改善事業のほうで、その人数を把握いたして

おりますので、加算Ⅲに関しましても、同程度の規模というふうにお考えをいただければと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。処遇改善の加算額は、いつから加算される

のでしょうか。 
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○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。いつからというのは、保育士さんそれぞれがとい

うことでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） この約9,000円増額されるということでしたけれども、いつの時点か

ら増額されるものなんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 承知しました。制度といたしましては、令和４年２月から９月にかけまして

臨時措置として始まって、処遇改善加算Ⅲとして公定価格に組み込まれましたのは、令和４年

10月からとなります。保育士さんの側として考えますと、特に経験年数といったことではなく、

加算の対象とはなりますので、保育士として勤務していただいてからということで、御認識を

いただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。保育士さんが、なかなか、求めても、なか

なか保育士をやりたいという方が少ないと伺っておりますので、また処遇改善をどんどんして

いただければと思います。 

 続きまして、５ページの子ども医療費助成事業費について伺いたいと思います。 

 財源の県費が、対象経費の４分の１となっておりますが、そちらの対象というのはどのよう

な内容か教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。こちらは県の制度の中で、対象経費というの

が定められておりまして、通院につきましては、小学３年生以下のお子さんになります。入院

につきましては、中学３年生まで、本市と同様の中学３年生までは対象になりますが、通院に

つきましては、小学３年生までが対象というふうになります。 

 また、県の制度では所得制限がございますので、一定程度の所得がある方は対象外というふ

うになります。なので、その助成対象の範囲内で、なおかつ所得制限にかからない方の分が補

助対象という形になります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。続きまして、医費機関の受診者が増えて医

療費が増加していると思いますけれども、そちらの受診者が増えたのは、どのような要因が考

えられますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。本年５月頃から助成額の増加傾向が顕著とな

ってきたことを踏まえますと、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが５類に移行

したことによりまして、受診控えの解消が進んだほか、それまで公費で賄われておりました検

査費用ですとか、入院費用などが自己負担となりまして、その分も助成対象となったために、

助成額が増加しているものと推察しております。 
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 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。どんどん受診者の方が増えているというこ

とで、これからも子供の医療費助成制度の見直しと拡充をまた進めていっていただければと思

います。 

 続きまして、教育未来委員会の３ページ、エレベーターの設置について伺いたいと思います。 

 入学する際にエレベーターが設置されていない場合があるということで、そのときに、介助

員を導入すると伺いましたが、やはり介助員を導入したりとか、あと先生がお手伝いするとい

うことで、とても負担がかかると思うんですけれども、そういった方が１階のクラスにするで

すとか、あと、授業を１階だけで済ますようにするとか、そういったお考えはありますでしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。各学校におきまして、それぞれできるだけ負担が

少ないような形で、いろいろ工夫されているというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。やはりエレベーターがない中、昇り降りす

るのはすごく大変だと思いますので、そういった方が１階だけで済むようなことも御検討いた

だければと思います。 

 続きまして、現在、小学校、中学校のエレベーター設置率を教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。小学校、中学校ということで今ありますと、全部

で161校中99校になりまして、61.4％でございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございます。今、過半数以上が設置されているということ

で、これからも、エレベーターをぜひ設置していただいて、スムーズに皆さんが授業を平等に

受けられるようにしていただければと思います。 

 続きまして、５ページの補正内容のトイレ改修について伺います。現在の設置率、また来年

の設置予定率を教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。トイレの進捗率でございますけれ

ども、令和５年度本年度末で約80％の進捗率になる予定でございます。 

 続きまして、来年度、令和６年度末で100％、全ての学校のトイレ改修が終了する予定とな

っております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。来年度で100％いくということで、安心し

ました。設置に関してですけれども、年間でどのような計画をして設置されているのか。設置
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期間は、夏休みだけで設置されているのでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。工事につきましては、なるべく夏

休みに終わるようにしたいところなんですけれども、期間としては、ちょっと夏休み１か月半

ぐらいでは終わりませんので、音の出るような解体工事、こういったものを夏休みに行えるよ

うに前倒し発注をして、進めているところでございます。単年度で終わるように、事業調整し

て行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。それでは、改修基準はどのようになってい

るのか伺いたいと思うんですが、トイレが洋式の数とか決まっているのか、あと床など改修も

あるのでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。設置基準でございますが、まず便

器につきましては、ただいまの基準では、基本的には、全ての大便器を洋便器化するというこ

とで進めてございます。 

 ただし、学校等の要望ですとか、必要便器数等で、和便器を残す場合もございますので、洋

便器化率が100％になるわけではございません。それに含めまして、床のドライ化、水で洗っ

ていたようなタイルの床をドライで使うような床にしてございます。併せてバリアフリー化、

廊下とトイレに段差があるトイレがございますが、そういったトイレにつきましては、フラッ

トになるようにしてございます。 

 あと、それ以外に水洗の自動水栓化ですか、手洗いの自動水栓化ですとか、必要に応じて換

気設備を設けたり、照明を変えたり、こういったことをしてございます。整備内容としてやっ

てございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 石川委員。 

○委員（石川美香君） ありがとうございました。バリアフリー化もされるということで、皆

さんが気持ちよくトイレを使えるということで、安心しました。これからも、トイレの洋式化

もそうですけれども、体育館のエアコン設置ですとか、あと机とか椅子の備品の改善もしてい

ただければ、計画的にしていただければと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御質疑は。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 一問一答でお願いいたします。 

 最初に、議案第133号の学校施設の環境整備についてです。まず、この校庭整備のウの助成

内容の校庭整備のことについてなんですが、いつやる予定ですか。また、何か月ぐらいかかる

予定でしょうか、教えてください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。来年の８月に着工いたしまして、再来年の１月ま

で、約５か月間の予定でございます。 
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 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。この校庭整備の間の子供たちの体育や、休み

時間の過ごし方などに影響はあるでしょうか。また、学校行事に影響が出ることはあるでしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。工事期間中はグラウンドの利用ができませんので、

交代で体育館を活用するなど、各学校で工夫をして運営をさせていただいております。また、

学校行事にできるだけ支障が出ないように、可能な範囲で、工事のスケジュール等は調整させ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。グラウンドが利用できないで、体育館しか利

用できないということで、非常に、子供たちもなかなか自由に体育とかできなかったり、また、

８月から１月ということで、いろいろな秋の行事とかもなかなかできない、難しいというとこ

ろがあると思いますので、それをなるべく体育も伸び伸びとできるように、あと行事も、何か

工夫をしてできるように、来年３月から再来年１月までということですので、計画を今から十

分慎重に立てていただきたいなと思います。 

 次に、エレベーターの設置についてなんですけれども、先ほど、ちょっと石川議員からもお

話がありましたが、車椅子などエレベーターが必要な子供が入学、転入する予定の学校を優先

的に設置していらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。毎年、各学校に調査を行いまして、エレベーター

を必要としているお子様が在籍していらっしゃるか、もしくは入学予定があるという学校にエ

レベーターを整備することとしております。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。ぜひ、必要としている子供たちがすぐに使え

るように、優先的にしていただけるのはとてもいいと思います。また、その子供たちがもちろ

ん優先なんですけれども、保護者の方でも、車椅子などを利用されている方もいらっしゃると

思いますので、もしそのような情報がありましたら、そちらも考慮して、ちょっとエレベータ

ーの設置の順位というのも考えていただきたいと思います。 

 また、教職員の方でも、車椅子など利用される方もいらっしゃると思いますので、できるだ

け早く100％設置していただければと思います。 

 続きまして、学校施設の環境整備についてです。５ページの千葉高等学校冷暖房設備整備に

ついてなんですけれども、以前は、ＰＴＡがエアコンをリースしていたと聞いておりますが、

これは、リースから買取りというふうに変わったんでしょうか。その経緯についてちょっとお

聞かせください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。おっしゃるとおり、以前はＰＴＡの方の負担で、
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リース料の負担で、普通教室のエアコンやっていましたけれども、小中学校に普通教室のエア

コンを整備する段階で、そのリース料は市のほうで負担するという形に切り替えました。です

ので、現在ある設備は、最初からある設備でございます。今回、この老朽化が進みましたので、

新しいものに更新をするというものでございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） これは、リース契約も打ち切って購入ということにしたということで

すかね。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。当初のリース契約は、令和３年度に切れましたけ

れども、その後１年ずつ更新をしてきております。今回は、リースをやめて工事での実績とい

うことになります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 購入による費用の抑制は、どの程度見込んでいらっしゃいますでしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 一般的に、工事による整備費より、リースのほうが利息等がありますので、

割高になるというふうに言われておりますけれども、今回、ちょっと詳細な費用の比較は行っ

ておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 2008年の決算審査特別委員会の答弁によりますと、高校のＰＴＡ、前

回リースしていたときに、１人当たり１か月760円のリースで、年間１人当たり9,120円を負担

してリースやっていたと、そうしますと、当時全校生徒多分1,000人程度でしたので、年間の

費用が約1,000万円程度となると思うんですよね。そうしますと、今回この４億4,300万円とい

うことですので、これ、リースのほうがちょっとかなり安かったのではないかなとちょっと思

いまして、これは、今リースだとこれよりも大分、当時よりもかなりかかるという感じなんで

しょうか。そのような情報というのは、得ていますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。 

詳細な検証はしていないんですけれども、一般的に申し上げますと、リースのほうが割高に

なると思いますので、今同じことをやろうとしたら、恐らく工事よりは高くなると思います。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 分かりました。ちょっと少し検討していただきたいなと思います。普

通は、リースのほうがもちろん割高ということになるんですけれども、買い取って、自分の側

で自己で整備して、買い取ってというほうが、果たして割高なのか、割安なのかということ、

ちょっと検討していただければなと思います。 

 次に、段木委員からもお話がありましたスクールバスの整備の質問です。先ほど、レンタル
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するスクールバスにも、降ろし忘れ防止などの安全装置などがないので、ちょっとちゃんとチ

ェックシートなどを装備するというお話でしたが、今回、新しく増便するに当たって、運転手

さんはどのように確保されていますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課です。 

運転手についてですが、運行委託会社と契約をしておりまして、そちらのほうで、お１人お

願いすることになっております。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。昨今、運転手の確保というのが、どこの業界

でも厳しい、難しいというお話がありましたので、ぜひ、きちんと運転手確保していただきた

いと思います。というのは、運転手が見つからなかったということで、急遽どなたかがという

ことになりますと、先ほど言いました降ろし忘れ防止など、装置がないということで、人がチ

ェックするという形になりますので、急に配置された人が、ちゃんとチェックできるのかどう

かというのがちょっと不安なもので、この運転士さんのほうも、きちんとそのようなチェック

とかをできるような体制を整えていただきたいなと思います。 

 続いて、学校給食費の負担軽減についてですね。学校から、物価上昇などによりメニューの

組立てが難しくなったなどの報告は受けていらっしゃいますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当でございます。 

栄養教職員から、物価高騰対応に苦慮しているという話は聞いております。それを踏まえま

して、当初予算で見込んだ物価上昇分を上回る水準で賄い材料費を執行することとするととも

に、今後見込まれる増額部分につきまして、今回補正予算をお願いしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。栄養教職員からのお話を聞いて、今回材料費

を執行することにしていただきまして、本当にありがたく思っています。私のところにも、給

食のおかずが貧弱になったという声がちょっと届いておりまして、もちろん栄養価などを計算

しながら材料費を抑えるように、各学校で苦慮していらっしゃると思いますけれども、ぜひ今

回のように、ちょっと非常に物価高騰、対応に苦慮しているという声が上がりましたら、迅速

に今回のように対応取っていただきたいと思います。給食が１日の中で唯一のしっかりした食

事というお子さんもいらっしゃると思いますので、１食は、しっかりと質も量も食べられるよ

うに、きちんと確保していただきたいと思っております。 

 続きまして、同じ給食費補助なんですけれども、保育施設等における給食費等補助について

です。同じく物価上昇などにより、メニューの組立てが難しくなったなどの報告は受けていら

っしゃいますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。メニューにつきましては、献立の見直し等により
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対応している施設があるということは聞いております。 

 以上でございます 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 保育園ということで、子供がちょっと量が足りないとか、不満だとい

うことを言うということは、非常に難しいと思いますし、民間保育園であると、これに伴う値

上げなどを保護者にお願いするのも、なかなかちょっと控えるというところもあると思うので、

ぎりぎりまで自助努力で頑張ろうとして、量とか、子供の食事とか、おやつの量や質が貧弱に

なってしまう可能性もあると思いますので、先ほども言いましたけれども、なるべくちょっと

注意して、メニューとか変化がないか、また、保育園のほうから、なかなかそちらから言うと

いうのも難しいと思いますので、市のほうから大丈夫ですかというようなことを、ちょっと聞

いていただきまして、もし非常に苦しいような状態でありましたら、迅速にまた今回のように、

ちょっと補正予算で補助のほうをやっていただければなと思っております。 

 続きまして、民間保育園等運営費なんですけれども、先ほど、石川委員からも入所児童数の

増加の要因について質問がございましたが、増加分が6,481人ということでして、これ仮に12

か月で割って、実人数を出すと500人程度となると思います。実際には、12か月よりか低い月

数で割るということなんで、もっと多い実人数になると予想されるんですが、これだけの児童

の受皿はどうやって確保されたのでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。本議案の説明資料でお示しております数字は、施

設の受入れ人数に応じて支給させていただいております運営費の不足に伴う増額分として、お

示ししているものでございます。その他受皿につきましては、こちらにつきましては別途確保

いたしておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。ちょっと、それぞれの年度をちょっと比較し

てみたんですけれども、令和３年が増加人数が664、令和４年が4,369、令和５年、今回ですね。

6,481人ということで、どんどん増加しているんですね、延べ入所児童数。また、入所待ち児

童数も、令和３年が491人、令和４年が588人、令和５年が754人ということになっています。

入所待ちの児童数が、すごく増えているということで、前にお伺いしたときに、いやいやこれ

は育休延長を狙っての保留通知書をもらうための分も含まれるので、この実数それほどでもな

いんじゃないかというようなお話を伺いましたけれども、今回、やはり延べ入所児童数もかな

り増えていますし、先日のニュースでもありましたように、この保留通知書をもらうために育

休延長のために申請するというのは、ちょっとやめるようにというような方針が国から出たと

思いますので、多分もっともっと受皿が必要になるというのは、間違いないんじゃないかと思

うんですね。なので、これどれぐらい増えるのかということを、ちょっと真剣に数を考えて、

この受皿をもうちょっと増やす、どこに増やせばいいのかというのを、ちょっともう一度考え

ていただきたいなと思います。 

 次に、子ども医療費助成事業についてです。これは、質問ではないんですけれども、ちょっ

と意見なんですけれども、先ほど石川委員から、この増加分ほかの年度に比べて多い理由とし
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て何が考えられるかという御質問がありまして、コロナウイルスの位置づけが５類に移行した

ことで、ちょっとこの分増えたんじゃないかというお話でしたけれども、増えた分が４億

3,000万なんですね。 

 これが、コロナウイルス関連であるらしいということがありましたら、もうちょっとよく本

当に調べていただいて、これコロナだとしますと、きちんと子供たちが必要な医療が受けられ

ているのかとか、５類に移行したことで、これ医療を受けないほうがいいんじゃないかという

か、そういう方々が治療控えて、また感染が増えているという形になると、ちょっとまた問題

だと思いますので、もう少し丁寧に調べていただいて、コロナ関係のことをちょっと調べてい

ただきたいなと思います。 

 次に、子ども医療費助成事業の、失礼しました。これは大丈夫です。先ほど質問がありまし

たので、私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御質疑は。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一問一答でよろしくお願いいたします。 

 最初に、保育施設における給食費の補助について、お伺いいたします。 

 ３歳未満児は、保育料にこの給食費は含まれていますけれども、３歳以上児は、副食費とい

うことで保護者が負担しているわけなんですけれども、３歳以上児の保護者が負担する副食費

について、公立民間幼稚園、認定こども園、様々施設あると思うんですけれども、施設の種類

ごとに、大まかに金額を示していただけないでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。公立と、民間幼稚園の区別で御回答させていただ

ければと思います。まず、公立保育所でございますけれども、こちらは月額で5,160円。民間

保育園につきましては、施設によって異なりますが、月額で平均把握しているところで申し上

げますと、月額約5,300円、幼稚園につきましては、約６割の園が外部搬入をしております給

食の副食費が約5,200円となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 公立、民間幼稚園、大体5,000円ちょっと過ぎているというところで、

それほど大きな差がないということで、いいかなと思うんですけれども、次に、１食当たりの

単価は、施設によって違うと思うんですけれども、これについては把握はされているんでしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。御指摘のとおり、施設によって異なるところでご

ざいますが、月額ベースで申し上げますと、5,000円台を中心に4,000円から9,000円まで様々

な状況があるということを承知いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 先ほど聞いたの大体5,000円ぐらいだったと思ったんですが、それが

4,000円から9,000円までというところでは、結構格差があるなというのはちょっと感じました。 

 4,000円で食べられているお子さんと、9,000円を払わなければ食べられないという、そこの
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ちょっと格差があまりにもちょっと大きいかなということで、それは、施設の考え方とかもあ

ると思うんですけれども、やっぱり保護者の側からしたら、あまり高い料金を払うというのは、

かなりの負担になりますので、市として給食費を指導するというところまではできないと思い

ますけれども、給食費の上がり方というのは、ぜひ、把握をしていっていただきたいなと思い

ます。 

 次に、予算が足りなくなったことで、給食の質を落としている施設はないのか伺います。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。想定を上回る食材料費の価格高騰が起きている状

況への対応といたしましては、必要な栄養量を確保するために、やむを得ず給食費を値上げす

る施設ですとか、あと、献立の見直し等により経費を抑えることで、値上げをせずに対応して

いただいている施設があるといったところを聞いておりますが、いずれにいたしましても、

個々の状況に応じまして、適切な対応が図られているものというふうに認識をいたしていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） フルーツなど、例えば今まで６分の１だったものを８分の１にちょっ

と小さくするとか、そういうところも何か出てきているようにちょっと聞いておりまして、巡

視の際、栄養士さんが巡視していると思いますけれども、実際の給食の出来上がったものを、

献立だけじゃなくて、出来上がったものもしっかり見ていただいて、確認していただけたらと

いうふうに思います。 

 次に、当初予算の措置、これが令和５年12月までに支払い見込みだというふうに、予定とし

て出ているんですけれども、この12月というのでは、ちょっとこの物価高騰に対応するという

ところでは、遅いんではないかと思うんですが、もっと早く措置ができなかったんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。補助金額の算定に当たりましては、物価上昇率か

ら算定いたしました１食当たりの増額分に喫食日数と、あと入所児童数を掛け合わせる形で算

定を行っております。 

 この入所児童数につきましては、毎月の随時入所によりまして、年度末に向けて増減がござ

いますので、年間を通した延べ入所児童数への補助といたしましては、月平均児童数に近い数

字になることが見込まれます10月１日の児童数を使用することといたしております。そのため、

10月１日同日の児童数が確定してから、申請をいただき、審査、交付決定といった手続を行う

必要がございますので、12月中の支払い見込みという状況になっております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） なるべく施設に多くのお金をあげたいということで、10月１日にして

いるということで、それは理解をいたしました。 

 次に、物価高騰を理由に給食費を値上げした施設があるのかどうか、そして、またどのくら

い値上げの金額だったのかというのをお示しください。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 
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○幼保運営課長 幼保運営課でございます。一部の民間保育園等への聞き取り調査を行ってお

りまして、その結果から、給食費を値上げした施設があるということ自体は把握をいたしてお

ります。ただ、しかしながら値上げ額につきましては、個々の施設の状況により異なりますの

で、一概に申し上げることはできませんが、値上げをする場合であっても、当初予算分の補助

金額を考慮して、保護者負担の軽減を図ることを補助要件といたしておりますので、市の補助

金交付によりまして、保護者さんの負担軽減は図られているものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 値上げ額が個々の状況によって異なるというのは、理解できます。値

上げ額の値上げ幅の少ないところと高いところとあると思うんですけれども、そういうところ、

その額については、示すことはできないんですか。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。先ほど申し上げましたように、ちょっと個々の状

況によっては異なるんですけれども、例えばということで、聞き取り調査を行った園の例で申

し上げますと、500円を値上げした施設ですとか、350円程度にとどめた施設ですとか、それは

様々な状況となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 先ほどの御説明で、一旦値上げをしても、保護者への給食費の請求に

当たって、今回の補正予算による補助金相当額を差し引くことによって、保護者へ還元される

仕組みだというふうに、昨日の議案質疑のときにも、御説明されていたと思いますけれども、

そのために補助金額相当分の保護者負担軽減が図られているというふうに、答弁をされており

ますけれども、負担軽減というのは、やっぱり現行よりも安くなるということが負担軽減とい

うことじゃないかなというふうに、私は理解をしておりますので、ぜひ、値上げをしたところ

について、値上げ分の補助をしっかり行っていくというところをお願いして、保護者が負担を

しなくても、新たな負担しなくても、この物価高騰によって新たな負担が生じることのないよ

うに、ぜひ、支援を行っていっていただきたいというふうに思います。 

 次に、民間保育園の運営費について、お伺いいたします。この民間保育園の補助の対象施設

数についてお示しください。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。民間保育園運営費の対象施設数につきましては、

民間保育園や認定こども園など合計296か所となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ありがとうございます。かなりの数があるなというふうに思いますけ

れども、先ほど、ほかの委員の方からも、処遇改善などのことについて質問されておりました

ので、私のほうからは、処遇改善についてちょっと意見だけ言わせてもらいます。 

 やっぱり、処遇改善することで、保育士の確保というところにつながってくると思いますの

で、今、やはりずっとこの保育士不足の状況が続いている中で、処遇改善をしたところで、や
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っぱり確保できるという状況も生まれていると思いますので、国に対してもっと処遇改善のた

めの予算をつけるようにということで、強く要望していただけたらなというふうに思います。 

 次に、子供の医療費の助成事業について、お伺いいたします。当初見込みより助成額が増加

している要因については、先ほどほかの委員の方からも聞かれていましたので、県の補助金な

んですけれども、千葉市だけ４分の１になっておりまして、不公平が生じているということだ

と思うんですけれども、この県の補助を２分の１にするように働きかけを強めるべきじゃない

かと思うんですが、御見解を伺います。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。令和３年７月に、知事と市長との意見交換の

場におきまして、県単独事業補助金の改善を要求いたしまして、これを受けて、現在、窓口を

県市ともに一元化したところでございまして、今後も社会情勢の変化ですとか、市民等への影

響などを考慮いたしまして、時期を見て、県に対して改善を求めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） ぜひ、県ともやり取りをしていただいて、改善を求めていっていただ

きたいというふうに思います。 

 次に、子供の医療費の助成事業のシステム改修について伺います。補正予算額の内訳は、何

になりますでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。こちらにつきましては、制度改正に伴う福祉

システムの改修に係る委託料とあります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 制度改正が行われると、今後、幾ら予算が増えるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。今回の制度改正によりまして、扶助費ですと、

年間で約４億3,000万円増加する見込みでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 今まで、結構子供の医療費助成制度、これを続けていくために、多額

のお金がかかるということで、薬局窓口負担導入したりとかということがありましたけれども、

今回、４億3,000万円増加するというところになっても、それは、財政のバランスとかという

ところでは大丈夫なんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。今回の助成につきましては、物価高騰長引い

ておりまして、この厳しい状況にある子育て家庭に経済的支援を行うことで、子供の保健の向

上を図るということが重要であると考えておりまして、他の自治体における助成対象の拡大状

況も踏まえまして、こういった決断をして検討したところでございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） これは、私たちがずっと求めてきたことですので、本当に歓迎はして

おります。 

 次に、来年８月から制度改正する予定になっているんですけれども、年度が変わる４月から、

制度改正するということの検討はされなかったんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。今回の改正につきましては、高校３年生相当

年齢までの助成対象の拡大とともに、あわせまして、小学４年生以上の通院に係る保護者負担

額の引下げを行うものでございまして、システム改修に６か月を要することですとか、あるい

は今年度分の受給券が既に交付済みであることなどを踏まえまして、来年度分の受給券の交付

時期に合わせて、８月に改正を実施することとしたものでございます。 

 以上でございます 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） システム改修に６か月かかるということで、先ほど、段木委員の質問

のときに、様々システム改修にいろいろと時間がかかるようなことは伺いましたので、これは

仕方がないのかなというふうには思います。 

 この制度改正について、どのように周知をしていくんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。周知につきましては、市政だよりや市のホー

ムページで周知するとともに、医療機関に周知用ポスターの掲示を依頼するほか、新たに助成

対象となる高校生世代の子供がいる世帯に対しましては、個別に申請勧奨の案内文を送付する

とともに、現受給者に対しましては、来年度の受給券を送付する際に、周知を図る予定でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 新たに助成対象になります高校生世代の方の申請漏れがないように、

個別にお知らせするということですけれども、高校生が利用するであろう図書館とか、あと公

民館とか、そういうところにも、ぜひポスターなども掲示していただいて、周知をしていただ

けたらというふうに思います。 

 こども未来局については以上です。 

 次に、教育委員会に移りまして、学校施設の各種改修の校庭整備について伺います。 

 今回、小学校が１校、中学校が１校、特別支援学校１校の３校の整備するということなんで

すけれども、対象校の選定は、どのように行われているんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。各学校からの改修の御要望に基づきまして、あと

は老朽化の程度などを勘案しまして、整備の対象校を決定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 
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○委員（安喰初美君） 学校からの要望を基にしているということなんですけれども、どのく

らいの要望が上がってきているのか、優先順位をつけて対象校を決定しているという、済みま

せん。どのくらいの要望が上がってきているんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。現在、要望の数としましては、今回の補正の３校

を除いて、14校からいただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） じゃ、その14校のうちに、老朽化とか、様々優先順位をつけて、対象

校が決まったということの理解でよろしいですか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課です。おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 整備の内容については、先ほどほかの委員の方から伺っていますので、

地面の凸凹の解消したりとか、水はけがよくなるということが分かりましたけれども、近隣の

方から、学校の砂ぼこりで困っているというような声も伺っているんですけれども、そういう

ことも校庭整備をすることで解消されるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。比較的飛散がしづらい土に入れ替えたりとか、そ

ういったことも行いますので、ある程度解消されるものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 次に、校庭が使用できない期間のことなんですけれども、その間は体

育館で活動するということなんですけれども、校庭ができないこの期間、近隣の公園を使用す

るとかということは、検討されていないんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。今回の実施校では、そういった検討はいたしてお

りません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 対象になっている小中台小学校なんですけれども、大規模校ですよね。

ホームページで確認しましたら、５月１日の児童数が993人となっておりましたけれども、こ

れだけの大人数を、幾ら人数を工夫して利用するというふうにしても、なかなか、子供たちの

活動を保障していくというのは、難しいんじゃないかなというふうには考えます。 

 なるべく子供たちに負担かけない方法で、工事を進めてもらいたいというふうに思っていま

すので、今回、近隣の公園は使用しないということですけれども、ぜひ小中台小学校だけじゃ

なくて、若松中学校も、何か若葉区の中ではかなり人数が多くなっていましたので、ぜひ、子

供たちの負担少ないような工事の方法で、実施をしていただきたいというふうに思います。よ

ろしくお願いいたします。 
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 次に、エレベーターの設置についてお伺いいたします。現在障害があるお子さんがいる学校

で、エレベーターが未設置のところはあるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。ございますけれども、今回予算をお願いしており

ます学校の設計工事、これらの整備が終わりますと、未整備校がなくなります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） では、ぜひその工事のほうを早く進めていただけたらというふうに思

います。 

 次に、障害があるお子さんの入学予定を把握して、計画的にエレベーターの設置をしている

ということですけれども、入学予定がない場合でも、計画的に設置していくということはお考

えでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。新築あるいは改築を行う場合には、そういったお

子様の有無にかかわらず整備することとしております。既存校につきましては、御予定がある、

あるいはいらっしゃるという学校に整備していくということでございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 先ほど、エレベーターの設置率については、61.4％ですか、というこ

とで、かなりの数の設置率になっているというふうには伺っていますけれども、まだ半数をち

ょっと超えたというくらいなので、ぜひ、全校設置というところを目指していっていただいて、

100％設置するための計画というものも、ぜひつくっていただけたらというふうに思います。

要望しておきます。 

 次に、学校施設の環境整備についてなんですけれども、この補正予算額に占める国費の割合

についてお示しください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。環境整備の補正予算額に占める国費の割合ですけ

れども、まず給食室の冷暖房が、補正予算額２億8,780万円に対しまして、国費が2,870万

7,000円、9.9％でございます。外部改修、トイレ改修大規模改造につきまして、予算額の計が

40億8,880万円、国費が７億1,157万7,000円、17.4％でございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 国費については、見込みどおりの額というものが交付されたんでしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。申請した全ての事業が採択されておりまして、交

付額につきましても、予定どおりでございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 
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○委員（安喰初美君） じゃ、次にトイレの改修についてなんですけれども、トイレ改修の対

象校になっている緑町小学校なんですが、これ最近というか、建て替えを行っていると思うん

ですけれども、その際に、トイレ新しくなったんではないかというふうに思うんですが、今回、

どのような改修がされるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。緑町小学校ですとか、あと千葉高

校などの比較的新しい学校につきましては、既に床のドライ化やバリアフリー化が行われてお

りますが、大便器につきまして、今の基準と比べて、改築した際、和便器が多く設置されてお

りますので、大便器の洋便器化を実施いたします。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。建て替えのときに、和便器もかなりと言ったら変です

けれども、一定数残しておいたのを、それを洋式にするという理解でよろしいですね。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当課長でございます。そのとおりでございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員、残り５分です。 

○委員（安喰初美君） 分かりました。そうしたら、給食室の冷暖房設備についてなんですけ

れども、これは令和７年度に全校で実施するということをお伺いしているんですけれども、中

学校の配膳室にエアコンを設置してほしいという要望があるんですが、設置する計画はありま

すでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 令和２年度に、各校２台ずつスポットクーラーを配置したところでございま

して、中学校の給食受け取り室につきましては、現在エアコンの設置の予定はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） スポットクーラーから出る冷風というのは、局所的でしか冷えなくて、

働いている方たちが室内動き回っていると、全くこのスポットクーラーは役に立たないという

ふうにも伺っております。あと、本当に今年の夏は、酷暑であったので、もう汗だくで、全身

着替えをしなければならなかったりとか、休憩室も扇風機しかなくて、いつ熱中症になっても

おかしくないという、そういう状況だということなんですね。 

 配膳室は火を使うわけじゃないので、家庭用のエアコンでも室内全体冷やせるんじゃないか

というふうに思いますので、ぜひ、労働安全衛生上も、今の環境では問題があると思いますの

で、配膳室にもエアコン設置について、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

 次に、学校給食事業特別会計補正予算ですけれども、物価高騰の影響で予算が足りなくなっ

て、給食の質を落として対応した事例は出ていないでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 保健体育課学校給食担当課長。 

○保健体育課学校給食担当課長 学校給食担当課でございます。賄い材料費は、当初予算で見

込んだ物価上昇分を上回る水準で執行しており、文部科学省が定める学校給食摂取基準を満た

す栄養価となるように、献立は作成しているところです。 
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○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 栄養価は足りているかもしれないんですけれども、お肉が小さくなっ

たりとか、鳥肉が薄っぺらくなったというふうにも聞いていますし、あと、お魚が、マメアジ

がたった２匹だったりとかということとか、デザートのゼリーが月三、四回あったものが一、

二回減ったりとか、果物が小さくなったりとかということで、量が少なくなっているというよ

うなことも伺っております。 

 献立見ただけでは、本当にどんなものが提供されているか分からないと思いますので、ぜひ

現場を見に行っていただいて、子供たちがどんなものを今、物価高騰の中で食べているのかと

いうところを、確認をしていただきたいというふうに思います。 

 それで、中学校なんですけれども、御飯とパンの残菜がすごく多くて、半分以上は廃棄して

いて、もったいないというようなことも伺っておりますので、捨てる分のお金があれば、そち

ら、おかずを多くするという予算にも回すこともできますので、ぜひ子供たちのおいしくて、

おなかいっぱいになれるような、そういう給食提供できるように、ぜひ力を注いでいただくよ

うお願いして、私の質問を終わります。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに。岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） それでは、何点かお伺いいたします。 

 一問一答で、まず校庭整備なんですけれども、グラウンドにマーカーをつけて、事故が発生

していましたよね。その処理をどのようにしているか、お伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 グラウンドの埋設物につきましては、各学校において調査を行ったところで

ございますけれども、今回整備する学校につきましては、全面的に掘り返すといいますか、掘

削しますので、そういったものは撤去されるものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） グラウンドを、例えばライン引きをするときに、マーカーがないと、

結構時間がかかったり、手間がかかるんですね。で、その工夫というのはどのようにされてい

るか、教えていただければ。 

○委員長（渡辺 忍君） 埋設物じゃないですよね。マーカーの話ですよね。学校教育部長。 

○学校教育部長 各学校で、やはり時間短縮とか、働き方改革をしていく意味で、マーカーな

どがあると、それは短縮になるというところなんですけれども、やはり安全面と危険の部分を

判断しながら、学校で実際にやっている感じなんですけれども、工夫としては、例えば、線を

引かないというところもあるんです。もう線を引かないで、例えば、水でやるとか、輪っか、

ケンステップというんですけれども、そういったものを置いて線の代わりにするというような

形での安全確保している学校もあると聞いております。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） マーカーの印だけじゃなくて、学校によってはロープを張って、グラ

ウンドをつくっていたりした学校があると思うんですが、そういった学校は、どのようにされ

ているんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校教育部長。 
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○学校教育部長 線を張っていたというか、ラインを打っていた学校は、以前多かったんです

けれども、やはり安全面とかを考えつつ、そういうのが全体的には減っているものというふう

には認識しております。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） そのロープを張っていると、結局、留め金が多分刺さっていると思う

んですね。それが例えば、事故の原因にもなったり、あるいはロープを張っていて、ひっかか

って転ぶというような状況も、私も、近隣の運動会を見に行っていても、そういった場面とい

うのは見たことがあるんで、特に安全面からすると、そういった施設管理は、ちょっと危険か

なというところでありますので、安全な運動ができるような環境づくりを工夫していただきた

いと思っております。 

 ２点目は、グラウンドの改修で、今現在、改修のところで、水はけをよくするために周りに

Ｕ字溝を張ったりしていると思うんですけれども、そのＵ字溝に、かなり砂がたまっちゃうん

ですね。Ｕ字溝があっても、機能していない学校が結構あると思うんですが、そういったＵ字

溝掃除というのは、これは、例えば、学校の生徒がやるのか、あるいは業者がやるのか、お伺

いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。内容の規模にもよりますけれども、基本的には学

校での管理になっていると思います。ただ、もしあまりにも大規模で、ちょっと手に負えない

ということがあれば、私どもに御相談をいただいているという形でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 私もちょっと現場から話を聞くと、かなりもう土が固まっちゃってい

て、子供の手で掘ろうとしても、ちょっと厳しいというところがあるんで、そういった実態調

査もしていただけるとありがたいなと思います。 

 あと、Ｕ字溝だけじゃなくて、例えば、砂の質というのがあると思うんですが、今、改修し

ているときに、砂をどういった砂を入れているかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。専門的には、透水性保水型舗装というものを入れ

ておりまして、幾つかの種類の土を混ぜ合わせて、水はけがいいんだけれども、あまり乾燥し

ていない、ちょっと矛盾しているんですが、水はけはいいけれども、ある程度保水性もあると

いう、つまり水をためずに、かつ風で飛びにくいというような、そういう特殊な土を入れてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） いっとき、ダストみたいな感じで、先ほど安喰委員からもありました

けれども、ほこりが立たないような、ちょっと細かい砂利みたいなものを敷いてあったように

感じているんですが、今はそういった砂は使っていないんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 やはり安全ということを考えまして、そういったものを今現在使用しており
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ません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） じゃ、今後、例えば、人工芝を張るようなグラウンドにするという計

画はあるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。人工芝につきましては、設置費用、それからメン

テナンスというものがどうしてもネックになっておりまして、現在のところ計画されておりま

せん。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 分かりました。もう一つは、今、部活動の地域移行に関してあって、

施設に今、区に１校ずつナイター設備があると思うんですが、このナイター設備を増やしてい

くという計画はあるんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 今の時点で増やしていくというような計画はないものと認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） じゃ、部活動の地域移行ということで考えていることであれば、今後、

放課後、地域の方が夜に指導したいというようなことも考えられますので、少しずつそういっ

た地域に関しては、ナイター設備も必要になってくるんじゃないかなと思いますので、今後の

ためにある程度考えていただければ、ありがたいなと思います。 

 次に、エレベーター設置についてなんですが、先ほど何％というのは、設置率をお伺いいた

しましたが、今後、例えば100％にしていくのかどうか、お伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。基本的な考え方は、そういったお子様がいらっし

ゃる、もしくは入学予定がある学校に整備していくということですので、最終的に100になる

ことがあるかもしれませんが、計画として目指しているものではございません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 例えば、必要な生徒がいた場合に設置していくんですが、その生徒が、

例えば卒業した後、例えば障害者が、児童生徒がそういった障害を持った方がいらっしゃらな

くなった場合には、エレベーターの活用というのは、どうしていくんでしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。機械設備でございますので、使われないというの

も、機械のためあまりよくありませんので、私どもとしては、学校にできるだけ使ってくださ

いということで、お願いをしているところでございます。 

 例えば、けがをされたお子さんがいるときであるとか、あと階をまたいでの備品の移動とか、

そういったところで使用されているというふうに聞いております。 
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 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） エレベーターのメンテナンスも、結構費用がかかると思うんですが、

そういったメンテナンスに関する費用というのは、どこから予算はどこから出てくるのか、お

伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 エレベーターの定期点検は、私ども学校施設課で予算を確保いたしまして、

毎年実施しております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 分かりました。 

 じゃ、次に、学校施設の環境整備というところでお伺いするんですけれども、今大分、学校

に、前に大型テレビが入ったと思うんですが、大分耐用年数がたっていて、壊れたテレビ等々

がたくさん出てきていると、現場からちょっと耳にするんですけれども、そういったときに、

今度今ＧＩＧＡタブを使っていて、全体で映し出すときに、やっぱりスクリーンというか、モ

ニターがないと、学習に支障があるんじゃないかと思いますので、そういったときにどういっ

た対応をしていくか、お伺いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 総務課長。 

○総務課長 総務課でございます。各学校の教室に入っているテレビにつきましては、壊れた

場合には、各学校に配付している備品購入費の予算のほうで、現在は対応していただいている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） いろいろ備品等が壊れる時期になっていて、その費用が、多分予算が

全然足りていないんじゃないかなと私は感じているんですけれども、そういったところで、予

算をどう捻出していくかというのが今後の課題となると思いますので、できるだけ教育予算が

取れるように、皆さんで頑張っていただければなと思うんですけれども、あともう一つは、今、

学校のＰタイルが張られている学校、これどれぐらいあるんですかね、まだ。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。市立の小中学校に対してのＰタイ

ルの剝がれ等のある学校が何校あるかというのは、済みません、ちょっとデータがございませ

んので、お答えできませんけれども、先ほど申し上げました大規模改造ですとか、内外部改造

をする際に、Ｐタイルがございましたら、それにつきましては改修を行いまして、ビニール塩

化シート等に改修をしてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 私もちょっと現場に行ってＰタイル見ると、もう、結構ばらばらに割

れている学校があるんですね。そうすると、昔であれば、そのＰタイルを張り替えていたんで

すけれども、今そういったことは多分していないと思うんですね。ですので、Ｐタイルを割れ
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ているところを歩いたりすると、結構、子供にも、けがをする要因になるんじゃないかと思い

ますので、できるだけ早く、そういった修理をしていただくことをお願いして、質問を終わり

ます。どうもありがとうございました。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに。大平委員。 

○委員（大平真弘君） 一問一答でお願いします。３点ほどお伺いしたいと思います。 

 まず、保育施設等における給食費等補助についていです。２の補正予算の内容の部分なんで

すけれども、基本的に３歳未満児と３歳以上児、当初予算時の１食当たり単価、３歳未満児が

約23円、３歳以上児が約16円となっておりまして、まず前提として、３歳未満児のほうが割高

になっている理由をお聞かせください。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 幼保運営課でございます。こちらにつきましては、固定価格ですとか、あと

公立保育所の給食費のほう参考に積算をしておりまして、給食費、ベースとなる数字が未満児

さんのほうは380円、以上児さんのほうは258円というふうになっております。未満児さんにつ

きましては、以上児さんとは違って主食のほうを提供して、御飯等を提供いたしておりますの

で、おおむねその差分というふうにお考えいただければと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。私自身も、今３歳未満児、今１歳半の子と、

３歳以上児、５歳の子がおりますので、ここが不思議に思うのが、食べる量というのは、３歳

未満児のほうがやはり圧倒的に少ないんですね。その中で、この差がまず前提としてある中で、

今回、さらに増額分の１食当たりの単価が３歳未満児が約28円、３歳以上児が約19円、当初予

算時よりも、さらにここの差というのが拡大しているんですけれども、この理由等がもし分か

れば、お聞かせいただければと思います。 

○委員長（渡辺 忍君） 幼保運営課長。 

○幼保運営課長 差額が大きくなっているという点につきましてでございますけれども、この

補助金額を算定する際に、先ほど申し上げました未満児さんと以上児さん、それぞれベースと

なる金額が308円と258円で異なっているところに、その後の計算式は同じでございまして、物

価上昇率と喫食日数と、児童数を掛け合わせているという状況でございまして、どうしてもそ

のベースの部分の差が、その後の差にも生じているというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） 制度上の理由で、そういった形になっているということを理解いたし

ました。一応、子供たちの健康であったり、こういった栄養価も考えて必要なものですので、

今後ともしっかり御対応いただければと思います。 

 ２点目なんですけれども、子ども医療費助成についてです。子ども医療費の補正予算額の財

源内訳なんですけれども、こちらのその他がちょっと何なのかなという単純な疑問で、こちら

についてお聞かせください。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。こちらの表の中のその他、財源内訳のその他
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ですけれども、こちらにつきましては、医療費が高額になった場合に高額療養費制度が適用と

いうふうになります。この場合、所得の区分が当初と異なる場合は、調整額をまっさらにする

必要があるということで、本来、国民健康保険のほうで負担すべきものだったものを、一旦子

ども医療費のほうで負担した分について、国民健康保険のほうから歳入を図るという意味合い

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。理解いたしました。今年度、こちらの子ども

医療費の予算も当初より増えているということで、子ども医療費の助成拡大もしていく方針で

あることから、増加していく状況でのシミュレーションもあわせて、改めてお願いしたいなと

思います。 

 次に、校庭整備についてです。校庭整備なんですけれども、都心部とかですと、校庭が土と

か砂ではなく、全天候型のラバーマットを利用されているところも、かなり都心部は見受けら

れるんですけれども、そういった土ぼこりや砂ぼこりが発生しない、さらには子供たちの安全

性も高い、そういったラバーマットを利用されている校庭が千葉市にあるのか、その導入状況

や事例等をお分かりでしたら、お聞かせください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。ラバーマットの導入している学校は、市立学校で

はないものと考えております。 

○委員長（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。今後の検討の予定とかも全くない状況でしょ

うか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 申し訳ございません、現時点では検討はしておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 大平委員。 

○委員（大平真弘君） ありがとうございます。一応、ラバーマットも、砂ぼこり今まで各委

員がおっしゃってきた砂ぼこり対策、砂ぼこり全く出ませんし、かつ子供の安全性、転んでも

出血とかしにくいものであるので、ただコストが高額というのは、もちろん理解した上で、中

央区であったり、都心部の住宅地なりというような中のものに関しては、検討をしていっても

いいかなと思いますので、ぜひバリアフリーの観点でも、車椅子の方も、ラバーマットだと利

用はしやすいので、そういった検討も進めていただければと思います。 

 私からは以上になります。 

○委員長（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 一問一答です。まず最初にスクールバス、需要が多いと、非常に需要

が多いということで今、書いてあるんですけれども、これレンタカーにしてリースになってい

ますよね。期間が取れなかったかどうか、まずそれをお聞きしたいと思います。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 教育支援課でございます。おっしゃるとおりでございます。リース車両も不
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足しておりますので、まずレンタカーで代替を行っております。 

○委員長（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 取れなかったという、期間がなかったんじゃなくて、期間がなかった

んじゃないですか。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育支援課長。 

○教育支援課長 ６号車につきましては、リース車両がこの８月まで、リース会社から供給で

きなかったために、その期間につきましては、レンタカーを使って代替するという形を取って

おります。 

○委員長（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 要するに４月から取れなかったということですよね。いいです、分か

りました。 

 次に、トイレ、今改修全部進めていただいているんだけれども、トイレの大便のほうね。狭

いとかということを聞くんですよね。その辺はいかがでしょうか。というのは、洋式にすると

スペース取るんですよね。その辺は、苦情等は聞いていないかどうか、あるいはもっと広くし

ているかどうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。 

 トイレにつきましては、おっしゃるように、和便器から洋便器にするときに、洋便器のほう

がブースのスペースが多く必要になってございます。ただ、その辺はちょっと、既存の学校の

改修につきましては、もともとあるスペースが限られておりまして、ちょっと部屋自体を大き

くすることはちょっと難しいので、学校によっては生徒の数等によって、ブースの数を減らす

場合もございますし、既存に対して生徒の数がまだ減っていないような場合は、必要個数とい

うのはやはりありますので、実際にはちょっと狭めのトイレになってしまう場合もございます

けれども、最低限のスペースは、ちょっと使いづらいかもしれませんけれども、確保するよう

に整備等を行っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） そうすると、個数を減らすというよりも、既存のスペースの中で洋式

にして、清潔な感じに持っていくということですかね。ちょっと答えてもらえますか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校環境改善担当課長。 

○学校環境改善担当課長 学校環境改善担当でございます。おっしゃるとおり、生徒数と既存

のトイレの大きさ等勘案しまして、最適なトイレになるように整備のほうを行っているところ

でございます。 

 ただ、既存のスペースが限られているので、ちょっとやむなくという場合も中にはございま

すけれども、そういったことは認知しております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 石井委員。 

○委員（石井茂隆君） 分かりました。体育館なんかだと、体育館は、特に大人がして、頭が

ついちゃうというんですよ、頭。頭がドアについちゃう。その辺は、よく工夫してやっていた
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だきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） よろしいですか。 

 ほかに御発言がなければ、逐一採決いたします。 

 お諮りいたします。まず、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中

所管についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（渡辺 忍君） 賛成全員、よって、議案第133号は原案のとおり可決されました。 

 続いて、お諮りいたします。議案第135号・令和５年度千葉市学校給食事業特別会計補正予

算（第１号）についてを原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（渡辺 忍君） 賛成全員、よって、議案第135号は原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えを行います。御苦労さまでした。 

［こども未来局・教育委員会説明員入れ替え］ 

 

議案第143号審査 

○委員長（渡辺 忍君） 次に、議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。こども未来部長。 

○こども未来部長 こども未来部でございます。 

 恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 こども未来局議案説明資料で説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。議案書では60ページから61ページに記載がございます。 

 議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正についてを御説明いたします。 

 １の改正の趣旨ですが、長引く物価高騰の影響を受け、厳しい状況にある子育て家庭に経済

的な支援を行うことにより、子供の保健の向上を図る必要があるほか、他自治体における助成

対象の拡大状況や、現物給付の範囲を拡大した県の制度改正などを踏まえまして、助成対象を

拡大するとともに、あわせて保護者負担額を引き下げることで、子育て家庭への一層の負担軽

減を図るものでございます。 

 ２番の改正内容ですが、（１）の助成対象については、中学３年生までから高校３年生相当

年齢まで拡大いたします。 

 （２）の保護者負担額につきましては、小学４年生以上の通院に係るものについて、１回に

つき500円から300円に引き下げるものでございます。その下の表は、改正前、改正後の制度を

まとめたものとなっております。 

 ３番の施行期日は令和６年８月１日です。 

 ４番の新旧対照表は８ページ以降に記載のとおりでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（渡辺 忍君） 御質疑等がありましたら、お願いいたします。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） １問だけ、よろしくお願いいたします。改正についての周知は、どの
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ように行っていく予定でしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。周知につきましては、市政だよりや市ホーム

ページで周知するとともに、医療機関に周知用ポスターの掲示を依頼するほか、新たに助成対

象となる高校生世代の子供がいる世帯に対しては、個別に申請勧奨の案内を送付いたしまして、

現受給者に対しましては、来年度の受給券を送付する際に、周知を図る予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。高校生たちは、この改正によって自分で受診

できるようになる子供も多いと思います。もちろんポスターとかの掲示、非常にありがたいん

ですけれども、より広く受診できるんだよ、安価でできるんだよということを、子供たちに発

信していただきたいので、子供たちがよく使うＳＮＳなどで、ちょっと発信をお願いして、受

診控えをしなくていいんだよということを、ちょっとメッセージを強く子供たちのほうにやっ

ていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに。段木委員。 

○委員（段木和彦君） 済みません。それでは、１問だけ伺います。 

 こちらの助成対象の拡大及び負担額の引下げにより、想定される影響についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課でございます。助成対象の拡大につきましては、対象となる

高校生世代は約２万4,000人、経費といたしましては、年間で約３億3,000万円の増加を見込ん

でおります。 

 また、保護者負担額の引下げにつきましては、対象となる小学４年生から中学３年生は、約

４万8,000人で、経費としては、年間で約１億円の増加を見込んでおります。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） ありがとうございました。大変よく分かりました。こちらの議案に関

しましては、私どもの会派といたしましても、常に要望していることでございますので、賛同

させていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御質疑等は。森山委員。 

○委員（森山和博君） 意見です。子ども医療費の助成に関する条例事務の改正につきまして

は、段階的に拡充していただいていることを評価しております。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御質疑等はございませんか。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 一括でお願いします。 

 一つ目は、今年度８月に薬局窓口負担がなくなりまして、制度が変わって、そしてまた、来

年も、今度は高校生まで拡大と、それから、300円になるということで、２年連続して制度が
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変わることになるんですけれども、これについて医療機関からの問合せなどがあるのかどうか

と、二つ目が、私たち会派は、子供の医療費は無料にしてほしいということで、ずっと求めて

きているんですけれども、無料にする方向性についての見解について伺います。 

○委員長（渡辺 忍君） こども企画課長。 

○こども企画課長 こども企画課ございます。 

 まず、医療機関からの問合せにつきましては、制度改正を予定していることにつきましては、

千葉市医師会などの関係機関に説明しておりますけれども、現在のところ医療機関からの問合

せ等はございません。 

 また、無料にする方向性についてですけれども、この保護者負担につきましては、経済的負

担の大きい多子世帯の第３子以降ですとか、市民税所得割非課税世帯は無料としておりますけ

れども、本制度の安定的な継続や、市民負担の公平性、また、限りある医療資源の有効活用な

どの観点から、一定の御負担をいただくのが必要であると考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 無料については、すぐに実現するということはなかなか難しいと思い

ますけれども、今回こうやって子供の医療費の助成制度が拡充されるということは、大変うれ

しいことだというふうに思っておりますので、この議案については、賛成をいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに御発言がなければ採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について

は原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（渡辺 忍君） 賛成全員、よって、議案第143号は原案のとおり可決されました。 

 御説明ありがとうございます。 

 こちらでお昼休憩に入らせていただきます。 

 午後の開始は１時からです。 

 

午前11時59分休憩 

 

午後１時０分開議 

 

○委員長（渡辺 忍君） 休憩前に引き続いて委員会を始めます。 

 

議案第144号審査 

○委員長（渡辺 忍君） 次に、議案第144号・千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 当局の説明をお願いいたします。学校教育部長。 

○学校教育部長 学校教育部でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせて

いただきます。 

 議案第144号・千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正について、御説明いたします。 
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 議案説明資料の11ページをお願いいたします。 

 まず、１、改正の趣旨ですが、稲毛国際中等教育学校の大規模改造工事に伴い、同校を一時

的に、旧高洲第二中学校へ移転するため、所要の改正を行うものです。 

 次に、２、改正の概要ですが、稲毛国際中等教育学校の所在地を、千葉市美浜区高浜３丁目

１番１号から、千葉市美浜区高洲４丁目４番３号に改めるものです。 

 最後に、３、施行期日ですが、移転時期に合わせて、令和６年１月１日となります。 

 参考として、稲毛国際中等教育学校の移転スケジュールを記載しております。 

 また、説明資料の12ページは、改正条例の新旧対照表でございます。 

 教育委員会の説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（渡辺 忍君） 御質疑等がありましたら、お願いいたします。段木委員。 

○委員（段木和彦君） 済みません、御説明ありがとうございます。 

 議案自体は、条例の一部改正なので、もちろん賛同はさせていただくんですが、内容につい

て、ちょっと２点ほど一括で伺わせていただきます。 

 まず、工事計画の進捗及び移転先の施設準備状況は、いかがなものでしょうか。 

 もう１点が、予定されている行事については、移転先で行われるのかどうかお伺いいたしま

す。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。 

 １点目についてお答えいたします。 

 移転先となります旧高洲第二中学校ですけれども、改修工事であるとか、あとプレハブ校舎

の建設を現在実施しております。当初の予定どおり、来年１月の使用開始に向けて引っ越し等

の準備も進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 教育改革推進課長。 

○教育改革推進課長 教育改革推進課でございます。 

 ２点目についてお答えいたします。 

 前期課程単独で行う行事、例えば学年集会などが挙げられますが、これらにつきましては、

旧高洲第二中学校校舎で行いますけれども、高等学校と合同で行う行事、例えば文化祭や終業

式、始業式、これらが挙げられますが、これらにつきましては、オンライン開催も含めて、現

在実施形態を検討中でございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 段木委員。 

○委員（段木和彦君） 今、要するに移転先の準備状況ということでお伺いしたのが、旧高洲

第二中学校のほうがあまり使われてなかったということで、どういう状況なのかと思って伺っ

たんですが、その準備はしっかりできているということをお伺いいたしましたので、安心いた

しました。 

 工事に伴う移転によりまして、子供たちが日常行われている行事などに支障がないように、

お願いしたいということと、工事のほうの事故がないよう、スケジュールどおり進めていただ

ければということをお願いいたします。 
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 以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかには。黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ２点だけお願いします。一問一答でお願いします。 

 旧高洲第二中学校の敷地というのは、市の所有でしょうか。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 旧高洲二中の敷地は、市の所有でございます。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） 本校舎へ再移転後の旧高洲第二中学校の利活用について、何か予定が

あるか、お聞かせください。 

○委員長（渡辺 忍君） 学校施設課長。 

○学校施設課長 学校施設課でございます。 

 令和６年の12月まで中等教育学校で使用いたしますけれども、その後の予定については、ま

だ未定でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） 黒澤委員。 

○委員（黒澤和泉君） ありがとうございます。 

 それと、意見と要望についてちょっと述べます。今後は、この場所をどのように活用してい

くのか、ぜひ地域の方々の御意見を聞きながら、様々な世代の方や、様々な業種の方などが集

える場所として、活用していただければと思います。 

 例えば、佐賀県佐賀市の旧富士小学校では、人々が集い、つながり、広がる地域の拠点をコ

ンセプトに、地域交流拠点、オフィス、合宿施設など、多様な年代、業種の人々が集い、にぎ

わう場所になっているようです。 

 特に、オフィスのことに関してなんですけれども、利益を追求しない、多くの市民サービス

を市が委託しているＮＰＯなど、利益を追求しない法人などは、ぎりぎりの財源で活動を行っ

ているところが、千葉市でも多いとお聞きしています。そして、事務所などの設置のための家

賃捻出さえも難しいというお話も聞いております。市のサービスを担っているＮＰＯの活動が

成り立たずに、市民サービスに支障が出ることなどがないように、ぜひ、先ほどの佐賀の例な

どを参考に、地域の皆さんの意見を取り入れながら、利活用を考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ほかに、御質疑等はございませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 御発言がなければ、採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第144号・千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正についてを、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

［賛成者挙手］ 

○委員長（渡辺 忍君） 賛成全員、よって、議案第144号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、案件審査を終わります。 

 説明員の皆様は、御退室願います。御苦労さまでした。 
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［こども未来局・教育委員会退室］ 

 

委員会視察等中間取りまとめ 

○委員長（渡辺 忍君） 続きまして、これまでの視察等、委員会活動を振り返りまして、中

間取りまとめを行いたいと思います。 

 事前に、資料のほうを配付させていただいておりますけれども、それを閲覧して、思い出し

ながらで結構ですけれども、皆様からの今回の視察の振り返りを御発言いただきたいと思いま

す。御発言のほうをいただけますでしょうか。 

 一応、報告書のほうは、案という形で、今、出させていただいておりますけれども、この視

察を受けて、今後、どういった形でいくかとか、感想も含めて御意見を、ちょっとこの場で、

皆さんでちょっと共有する時間にしたいと思っております。 

 全体を通してで、はい、構いません。一つ一つ聞こうかと思ったんですけれども、ちょっと

全体を通してで構わないと思います。森山委員、お願いします。 

○委員（森山和博君） 今年度の委員会の中で、皆さんと一緒に子供のことを最優先に考えて、

不登校という問題に向き合うことができたのかと思いました。少し大きな視点になりますと、

生きていくための学びは何なんだろうかとか、学校の役割は何かというようなことまでも考え

るような機会になったんではないかというふうに思いました。 

 今回取り上げた不登校等の支援に関しても、本来ちょっと専門的な知識が要るんだろうとい

うふうに思いました。教育行政だけでなくて、学校の運営の仕組みとか、あとは発達心理学と

か、学習の理論とか、いろいろあるようですけれども、そういうカウンセリングのスキルも含

めて、広範な専門知識がないと取り扱うのが難しいのかなとは思った所感を持っています。 

 でも、今回、教育未来委員会で、集中的にこのテーマを調査、視察を重ねたことで、私たち

なら、私たちのレベルかもしれませんけれども、得られたものとしては、不登校の支援だから

大変だというふうにならないように、通常の学校でどうあるべきなのかとか、あと特例校の話

もちょっと意識していましたけれども、特例校でなくても、あわてて準備しなくてもいいよう

に、千葉市の学校で、少しずつでもいいので、学び方とかが選択できるようなこととか、個別

最適な学びがある学校づくりのこととかを、これは現場の学校の先生とか校長先生の御協力が

ないとできないことだと思うんですけれども、そういうことを目指してもいいんではないか。

それを教育委員会としてしっかり支援できるような仕組みも、視野に入れてもいいんではなか

ろうかというふうな考えを持ちました。 

 最後に、学校に通うこと自体が目的ではないということも、改めて確認できましたので、自

分自身も、他人も、幸せにできる力をつけることが、教育の本来の目的なのかというのも感じ

させていただく、今回のこれまでの委員会の活動ではなかったかというふうに思いましたので、

所感と提案というか、今後、教育未来委員会としても、千葉市の学校で少しずつでもいいので、

個別最適な授業を受けられるような学校を目指すことを求めてはどうかというふうに思いまし

た。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見、所感でも。皆さんメモに書いていただいたものが、報告書に上がっています
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けれども、改めてちょっと総括していただけたらと。岩井委員。 

○委員（岩井雅夫君） 大変いい視察をさせていただきまして、ありがとうございます。そこ

で、ちょっと感じたことを述べさせていただきます。 

 一つが、川崎の夢のパークなんですけれども、園長さんの考え方、子供たちに居場所づくり

をつくるというようなところが、重要視しているところでありまして、それに対して、子供が

好きなことをやらせて、そこから発見をするというような指導の仕方、あとは、また違った施

設に行ってみると、例えば、視察のところで、名古屋市の小学校で、不登校をしたときには、

例えば学校で居場所をつくって、元に戻したいというのが、やっぱり教員の考え方と、フリー

スクールの園長さんの考え方は、やっぱり、そこには考え方がちょっと違うところがあるんじ

ゃないかと思うんです。だからそれは、子供の実態に合わせて、子供がどういうふうな学習を

したい、あるいは親がどういうふうに考えているかというようなところが、やっぱり重要視さ

れるところではないかと思うんです。不登校になった原因が何であるかというのをやっぱり追

求して、そこを取ってあげないと、子供の思っていること、やりたいことが見つけられないん

じゃないかと思いますので、これは、私はよく言いますけれども、親と子、あとは指導者、教

員もそうですけれども、が一緒になって、子供のために何をしなきゃいけないかというのを考

えなければ、どっちつかずになってしまうし、家庭で甘やかされている、学校で厳しくする、

これじゃやっぱりちぐはぐになってしまうんで、それは、家庭でも厳しいところ、甘えさせる

ところ、学校でも厳しいところ、よく聞いてあげるところというような、やっぱり親との連携

が、指導者としては必要なところではないかと思います。 

 教育委員会の中でも、やっぱりそういった教員の指導をきちっとしていかない、研修をしな

がらですね。今、親にすごく気を遣いながら教員がやっているところが多くて、自分の教育方

針が何であるかというところを、ちょっとぶれているところがあるんじゃないかと思いますの

で、そういったところを、やっぱり不登校にならない指導を、教員がやっていくべきではない

かと私は思っていますので、やっぱりそれてしまうお子さんもいますので、それはそれなりに

フォローは大事だと思いますけれども、やっぱり基本を忘れちゃいけないと私は思っています。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。安喰委員。 

○委員（安喰初美君） 今回、川崎、名古屋、岐阜、千葉県と、学校、フリースクール、それ

から行政が行っている不登校の支援ということで、視察をさせていただいたんですけれども、

特に、川崎は、川崎市の子どもの権利に関する条例、これに基づいた施設づくりということが、

夢パークにつながっていて、本当にどんな施設にしたいのかという、何もないところから、子

供の意見を取り入れてつくり上げてきた施設だということを伺って、本当にすごいことだとい

うふうに、やっぱり、今回、こどもまんなか社会ということもテーマに掲げているわけで、子

供の思いとか考えとかを大事にして、それで居場所づくりとかも実現してきたという、そうい

うところがすごいところだなというふうに思いまして、やっぱり子供がありのままの自分でい

られる居場所というところ、それから多様な学びができる場所を、大人がどうやってつくって

いくのかと、子供と一緒にですね、そういうところがやっぱり今求められているんじゃないか

というふうに感じました。 

 イエナプラン教育をやっている山吹小学校も、初めて見学させていただいて、ああいう教育
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方法があるんだということで、本当にびっくりしましたし、先生から一斉に教わるんじゃなく

て、子供が自分で学習の計画を立てて、学んでいくという、そういう教育の在り方があるんだ

ということで衝撃を受けましたし、今、ＧＩＧＡスクール構想なんかで、個別最適な学習とい

うようなことが言われているんですけれども、やっぱり、イエナプランをやっていることで、

自分の理解度に合わせて学習を進められるということで、分からないことを分からないままに

しておくんじゃなくて、次のステップに徐々に進んでいける、そういう子供に合わせた学び方

というのか、そういうことができる良さというのを感じたので、千葉市でどこまでそれができ

るかというのは分かりませんけれども、学校がやっぱり面白くなかったら、学校に行きたくな

くなるというのはあると思うんです。不登校の原因いろいろあると思うんですけれども、やっ

ぱり勉強が楽しいというふうに思える、そういう授業の方法なんかも考えていく必要があると

思いますし、そのためには、教材を研究するための先生の時間をつくってもらわなきゃいけな

いので、先生を増員して、子供に向かい合う時間を確保していくということも大切だというふ

うに感じました。 

 あと、岐阜のフリースクールとの連携ガイドラインですね。やっぱり学校とフリースクール

が連携するということもそうなんですけれども、不安を抱えている保護者に向けて、情報を発

信していくということで、安心して子育てできるような支援を行っているというところでは、

本当に大事だなというふうに感じました。やっぱり、つい、不登校の子供だけを見がちですけ

れども、やっぱりそこの周りにはいろいろな人たちがいるわけで、特に、保護者の方たちは、

本当に不安の中で子育てされていると思うので、そこのところをやっぱり行政がバックアップ

していくというところは、大事じゃないかというふうに感じました。 

 今、不登校になっているお子さんとか保護者に、どう寄り添って支援していくか。不登校に

今度ならないようにしていく、そういう不登校の子供を増やさないために、学校が今どんなこ

とができるのかということを、教育委員会と議会というか、連携して考えていけるといいとい

うふうに感じました。 

 本当に、委員長、副委員長はじめ、皆さん、今回、この委員会ですごく勉強させて、まだ中

間ですけれども、終わらないです、まだ、でも、これまでの過程もすごくよかったので、終わ

りまで勉強を続けていきたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。 

 ほかには。石川委員。 

○委員（石川美香君） 本当に今回の視察、すごく充実した視察で、私自身も、千葉市で結構

フリースクールをつくるとか、そういった部分が多かったですけれども、名古屋市のイエナプ

ランを見学したときに、学校自体にみんなが行きたいという、こういう学校というのが本当に、

そうすると不登校の人もすごく少ないということで、びっくりしたんですけれども、やっぱり、

自分自身が学びたいと思ったときに、学校にも通いたいという気持ちになるんだと、すごく感

じました。 

 知り合いの人で、やっぱり黒板を板書できなくて、学校へ行きたくなくなってしまったとか、

あと、みんなの前で読むことが苦手で、学校に行きたくなくなってしまったという、そういっ

た子供たちもいるので、こういったイエナプランを導入することによって、自分自身に合った

勉強を進めて、自分の生かせるものが、自分の強みを生かせるというのが、すごくいいなと感
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じました。千葉市において、どこまで、先ほどもおっしゃっていましたけれども、できるか分

からないですけれども、まずは教育の部分が変わっていくことによって、不登校の子たちも減

ってくるのかと思いました。 

 あと、川崎市のフリースクールを見学したときに、お母さんの気持ちが変わっていったとき

に、子供たちも、何かすごく変わっていったというお話を聞いて、ガムで何かいろいろつくる

子供、お母さんがすごく学校へ行ったときに悩んでいたというのをお聞きしましたけれども、

でもこのフリースクールの中で、子供が本当に元気に過ごしている姿を見て、お母さんの気持

ちもすごく変わっていったというのを伺いました。フリースクールの先生も、まずは親をフォ

ローしていくことが、すごく大事なんだとおっしゃっていたので、やっぱり親の気持ちが変わ

っていったときに、子供に対する接し方も変わるでしょうし、学校へ行かなきゃいけないんだ

という、親の概念も取っ払っていかなければいけないんだとすごく感じまして、そういったこ

とによって、子供が本当に自分らしく、生き生きとできるという姿を見て、私も何かすごく感

動して、まずは、親もフォローしながら、また学校とも連携して、そうすることによって子供

も本当に自分らしく、元気に学校に行けるようになるのかと思いましたので、何か微力ながら

でも、委員会の中でできていけたらいいとすごく感じました。ありがとうございます。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。段木議員。 

○委員（段木和彦君） 今回の視察、特に今回、県庁のほうへ行けなくて、本当に申し訳なか

ったんですけれども、10月24日から26日の視察をする中で、やはり本当にどれも特徴のある、

いい対応があるというのはすごく感じました。やっぱり、私自身、娘が不登校になっていたこ

ともあって、すごく興味持って見ていたんですけれども、やっぱり子供も何かと闘っているん

だけれども、そういうとき親もやっぱり闘うわけです。そういうのをやっぱり思い出しながら

見せていただいて、なるほど、子供がこれだけ多様化している中で、今まで私たちの年代とい

うのは、学校はもう行かなきゃいけないものだし、先生はこういうもの、親はこういうものと

あったんだけれども、今は本当に子供が多様化している中で、それじゃ絶対いけないなという

のを、私も感じていましたので、それを確認する旅といいますか、今回はできたのかというふ

うに思っております。 

 本当にもう子供も、いろいろな障害もあるし、障害に捉えられない子もいる中で、こんなふ

うに対応していけば、やはり子供もちゃんと育っていくんじゃないかというふうには感じまし

た。 

 ですから、皆さんが得てきたものをやっぱり生かすために、できればですよ、例えば教育委

員会の所管の皆様と意見交換したりとかということもできたらいいのかというふうに思います。

先ほど、岩井委員からも、先生も変わらなきゃ、親も変わらなきゃ、私は、大人が全員変わら

なきゃいけないと思いますし、その中で、チルドレンファースト、子供ファーストで見ていく

ということは、すごい大事だなと感じた、この視察でした。どうもありがとうございました。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。黒澤委員、お願いします。 

○委員（黒澤和泉君） 今回の視察、すごく勉強になる場所ばかりで、本当に選んでいただい

てありがとうございました。 

 まず、川崎の夢パークのお話なんですけれども、今、なかなか家庭と学校以外に、安心して

話せる大人に出会う、大人や子供に出会うということが、すごく難しい時代になっていると思
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うんです。例えば、学校でも知らない大人には声をかけられないように、かけられても無視を

するようにということも言いますし、大人が子供に声をかけると、不審者情報という感じで、

どちらも、地域で大人が見守るという場所、どこに行けばそういう人に会えるんだというよう

な感じだと思うんです。川崎夢パークのようなところがあれば、ここだったら安心して話がで

きる人がいるとか、その中で出会った人たちの違う見方で、自分はこのままでいいんだという

気持ちになれるというような、そういう場所が、やはり今の時代必要なんじゃないかと思いま

す。 

 千葉市でも、どこでもこどもカフェとか、子供食堂とかありますけれども、やっぱりもっと

もっと増やして、どの子供もそういう第３の場所とかがあるというところまで持っていけたら

いいのではないかと思いました。また、そこの場所で、大人も、親のほうも、どこに相談すれ

ばいいんだというところが分からないという人もいると思いますので、そういう場所が、親の

話を聞いてもらえる場所というところにもなるんじゃないかと思います。すごく川崎の夢パー

クは、そういう場所になっていて、本当にすばらしいなと思いました。 

 あと、遊ぶ場所ですね。千葉市でも、外に行って遊ぶ場所、中でちょっとゆっくりする場所

というのがあそこにはあったので、千葉市もそういう場所があればいいのになと思いました。

プレーパークはあるんですけれども、何か室内でちょっと休める場所というのが併設されてい

るようなところがないので、そういう場所があればいいのかと思いました。 

 次に、イエナプランを取り入れた山吹小学校のことについてですけれども、650人全校生徒

で、もう不登校児がいない。いないということをおっしゃっていたのが、すごく衝撃的でした。 

 不登校の原因というのが、なかなか難しい、分かりにくいというお話を、教育委員会とかに

も聞いたんですけれども、多分大きく分けて二つ、一つは、やっぱり勉強が分からずに、もう

取り残されてしまう。１回分からなくなったら、追いつけなくなって、どこで戻ればいいのか

というのが分からなくなって、なかなか学校に行きづらいという子、もしくは、やはりいじめ

で、なかなか行けなくなったという子。いじめというのは、やっぱり人と違うというところを

指摘されて、いじめに始まるというのがすごい多いと思うんです。 

 山吹小学校では、まず、分からなくなったときに、ここ分からないなと自分で調べたり、友

達に聞いたり、先生に聞いたりというところができるというところが、普通の学校と違うなと。

それがもしできれば、分からないところがそこで解決すれば、取り残されるということがすご

い少なくなると思うんです。 

 あと、もう一つ、みんな違う感じで、寝転がったり、みんなで座ったり、１人でやったりと、

いろいろな形で勉強したり、過ごしていいというところで、多様性を尊重する、みんな違って

いいんだというところを、子供たちが本当に感覚的に味わえるというところで、違う子を誰か

いじめるとか、そういう始まりになるところを防ぐというところもあるんです。なので、この

二つ、学業が取り残されないというところと、いじめの芽が出ないようにするというところか

ら、不登校児がほとんどないという状態になっているんじゃないかと思いました。 

 イエナプラン自体を千葉市で導入するというのは、なかなかいろいろ問題があると思うんで

すけれども、この二つ、勉強が分からないときに、ちゃんと分からない、ここが分からないん

ですという子をちゃんと見つけたり、指導してあげられる体制と、違っていいんだということ

を本当に体験できるような学校の環境であれば、不登校児を減らすという方向にいけるんじゃ



暫 定 版 ※確定版の会議録ではありません。今後修正される可能性がありますので、御注意ください。 

－44－ 

ないかと思います。そこら辺をちょっと、教育委員会とかで考えていただければと思いました。 

 あと、岐阜県のフリースクールガイドラインのことについてなんですけれども、どのフリー

スクールが、利にかなったところなのかというのを判断するというのは、非常に難しいと思う

んです。じゃ、どうすればいいのかというと、やっぱり自分、その子が合っているのか、合っ

ていないのか。合っていたらそのまま、合ってなかったら、いろいろなところを試して、ぴっ

たり合うところに自由に行けるような形になれば、いいんじゃないかと思うんです。もしくは、

学校にも帰れるという。だから、いろいろな所があって、それぞれが自由に移動できるような

体制というのが取られれば、多様の学びと、あと、子供たちが本当にいやすい居場所というの

が見つかるんじゃないかと思います。今のフリースクールとかの状態だと、いろいろ移動した

り、お金もかかりますし、移動できるのか、あと学校に帰れるのかというところが、すごく難

しいところになっているので、それが自由にできるようなふうになればいいのではないかとい

うことは思いました。 

 以上でございます。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。大平委員。 

○委員（大平真弘君） 行政視察というものがどういったものか、なかなかイメージがつかな

い中で、座学中心になり過ぎなく、現地に行かないと、実際に体験しないと分からないといっ

たことが多かったので、非常に有意義な視察だったと、個人的に思っております。 

 そして、公教育というと、どうしても私学と比べると、画一的になってしまう。そして、時

代の流れの中で、やはり私学より柔軟性という意味では、ちょっと欠けているというふうにイ

メージしていたんですけれども、やはりそのイメージを崩すというような、イエナプラン教育

もそうですし、といったところで、本当に有意義だったと思っております。 

 そういった先進事例が既にあるので、その先進事例を運用して、実際にスキームがしっかり

運用ができているという状態のものを見ているので、であるならば、メリット、デメリットも

もう既にしっかりと認識されているはずなので、あとは、首長次第になるとは思うんですけれ

ども、千葉市でもイエナプラン教育とか、そういったものを導入していく必要はあるんじゃな

いかと、改めて思いました。 

 そして、あとは、イエナプラン教育によって、そういった児童の問題が解決されているとい

うのも分かったので、やはり多様性を尊重するという意味でも、ぜひ千葉市でも、様々なこと

を導入してほしいと改めて思いました。 

 以上です。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。石井委員、お願いします。 

○委員（石井茂隆君） 私自身もまだまとまっていないんですけれども、分からないところが

結構あるんですけれども、視察しまして、それぞれがそれに対応したといいますか、ことをや

っていると思いました。 

 いじめ、不登校等に対応したやり方、またそれに対する学校とは違った場所で、それは不登

校を登校とカウントするところがあったということで。 

 私、帰ってきて、こうあるべきだということが、もう既に出ていますけれども、あるべきと

いうことに対して、そうしなくてもいいという抵抗が少しついたかな、自分自身も抵抗がつい

たかなと。そして、教育委員会も、また親も、先ほど親の話も出ていましたけれども、そうい
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う抵抗、あるべきということで、固定観念といいますか、そうではなくて、対応していかなけ

ればいけないということが一つ。 

 それと、やはり社会が変わっているんじゃないかと思うんです。いじめがあるということは、

今までの家庭教育、家庭で育んだ愛情とか、そういうものはどうなっているのか。あるいはも

うほとんどいなくなっておりますけれども、おじいちゃん、おばあちゃんの愛情というのがほ

とんどなくなっている段階で、こういう状況になっているのかと。これは自分自身に問いかけ

ていかなきゃいけないと思うんですけれども、それと、それは仕方ないということですけれど

も、お母さん、お父さんが働きに行って、そういう家庭環境である。その辺が違っているのか、

あるいは、社会全体で、やはり一つの方向に向かっているんじゃないか。抵抗力、私は抵抗力

がついたと言ったんだけれども、まだまだ潜在的には、やっぱりそういう方向に向かっている。

それを少し変えていく必要、親に対する、子供を育てている親に対する考え方も変えていく必

要があるんじゃないかと思っているところです。 

 それから、今度は、千葉市においてどうするかと言いますと、その辺はやはりこういう情報

あって、こういうところもあるからということで、情報提供していくと同時に、学校の先生も、

そうでなくていいんですよということを伝える必要があるんじゃないかと思っているところで

す。 

 まとまりませんけれども、今の段階ではそういうに考えにあります。 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。まとめようという回じゃなくて、皆さんで

意見を出し合いながら、ちょっと何かしらの形に思って、ぜひ、副委員長もお願いします。岳

田副委員長。 

○副委員長（岳田雄亮君） 今回の視察、学ばしに、不登校を学びに行ったつもりだったんで

すけれども、学んだところと、余計分からなくなったところがありまして、不登校、この委員

会もそうですけれども、やっぱりハードじゃないソフトの面が多くて、やっぱり心の問題です

ので、何が正解というのは、多分ないと思うんです。それを本当にまた分かったかなと思って

いて、不登校に関して、何が必要かと、中間というか、僕の意見なんですけれども、理解をす

ること、考えることということが必要だと思いまして、今回の夢パークもイエナプランもそう

ですけれども、考えた結果、そういう案が出てきたということだと思うんです。それこそその

二つ、フリースクールも含めて、それが正解、今の段階ではいい案かもしれないですけれども、

本当の正解かどうかまだ分かりませんし、逆にそれをやってみて、それを感じてみて、さらに

もっといい正解が出てくる可能性だってあると思うので、それをより考えていく、理解してい

くということが、どれだけの人に伝えられて、どれだけの人が理解を少しでもしていくかとい

うことが重要なのかと思っていまして、本当に石井委員からも、うれしい言葉をいただきまし

たけれども、やっぱりやってみて、見てみて、考え方が変わる。不登校ってこうなんだなとい

うことが、１人でも多く伝わるようにして、この委員会で何か形に残ればいいと思いました。 

○委員長（渡辺 忍君） 皆様、ありがとうございました。 

大体、私も気になっていて、まとめていきたいといったような内容は、ほぼ出ていたかと思

っているんですけれども、やはり不登校の子供たちが問題だと思っているけれども、みんなも

実情、実は結局知らなかったというところにあるかと思っているので、千葉市民全体で考えて

いく必要がある中で、教育未来委員会として、どうやって教育委員会、こども未来局も含めて、
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居場所という点ではこども未来局も含めて、今後、千葉市でじゃあ何ができるのかという視点

で、どこまで取り組んでいけるのかというのが、私自身も悩みつつ、今、後半を、委員会の活

動をどうしていこうかというふうに考えているところです。正解が分からないのもありますし、

時代が変わってきている中で、でも、やらないでいいわけではなく、やはり提案をしていく形

で、共に行政と歩むために、何かしらの形にはしていきたいなというふうに思っているところ

です。 

 そういった提案とか要望を、今後検討していきたいという件に関しては、皆様、御意見どう

でしょうかという点について、そこまでいかないんじゃないかという御意見もあれば、あるん

ですけれども、もし進めるとすれば、私たち、多分委員長、副委員長である程度のたたき台を

つくった上で、見ていただいてまた議論するということになる。 

 それも、固執して、例えばイエナプランを入れなさいとか、そういったことではなく、方向

性、先ほど言っていたような、子供が日々楽しくいられるための学校改革みたいなことも、今

回、イエナプランの中で見えてきましたので、多様になってしまうかもしれないし、見た部分

しか私たち分かりませんので、見れなかった多様化学校、不登校特例校ですか、以前の、とか

も分からない部分もありますので、皆さんもそれぞれ学習をしていただくというか、研究をし

ていただく中で、まとめの形はちょっと一つ、今回の委員会で出てきたこととしては、提案書、

要望書を出していきたいというふうに考えています。その件については、反論はないというこ

とでよろしいでしょうか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○委員長（渡辺 忍君） ありがとうございます。では、今後そのように取り計らっていきた

いというふうに考えております。 

 

今後の進め方について 

○委員長（渡辺 忍君） 最後に、一応、今後の日程についてのお知らせですけれども、委員

会の視察の予定として、12月21日、議会終わった後すぐですけれども、埼玉県の戸田市、戸田

型オルタナティブ・プランというのについて、これはオンライン視察を予定していますので、

こちらに来ていただくことになります。 

 １月22日は、市内の新しい取組で始まっていますステップルームティーチャーの設置校と、

及び民間のフリースクールへの視察を予定しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 21日の時間は、午前10時です。また、詳細については後日、事務局から御案内が行くと思い

ます。 

 以上で、今日の教育未来委員会を終了いたします。 

 御苦労様でした。 

 

午後１時43分散会 


